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 商工会には法務だけではなく、会計税務等様々な相談が毎月数件程度寄せられる。 
 商工会の会員数が今後増加していけば、こうした相談も増えていくものと見込まれる。 
 質問については、相談窓口自体は設置しているものの、相談について商工会内で処理す

ることが難しいため、相談内容に応じて、それぞれの分野の専門家の会員を紹介するこ
とで対応している。 

 会員企業からは、事業運営に必要な点についての相談窓口を拡充して欲しいといった
声も上がっていることは認識している。 

 商工会内部で相談を受け付けられる部署があれば会員企業のサポートになると考えら
れるが、所内の予算や、専門職に対するマレーシア国内の規制について熟知していない
こともあり、こうした部署の設置までは至っていない。 

 商工会自身が専門家のアドバイスを必要とする可能性がないとはいえず、今後法律を
含む専門分野の専門家のニーズはある。 

 現時点では大使館や JETRO の方々とは情報交換も含めた良い関係があり、日系企業に
貢献できるように今後も関係機関との連携を深めていければと考えている。 


